
佐渡市空家等対策計画の一部改訂（案） 

新旧対照表 

 1 

現行 改訂案 

第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の背景と目的 

（略） 

 本市においても空家等の増加やそれらがもたらす問題は、市民生活の

安心と安全を確保するうえで重要な課題であることから、「佐渡市将来

ビジョン」や「佐渡市環境基本計画」においても対策の推進が掲げられ

ており、空家等対策の方向性を明確化し、効果的、効率的に推進してい

くとともに、広く市民に周知を図るため「佐渡市空家等対策計画」を策

定しました。 

 

２～４ （略） 

 

第２章 空家等の現状と課題 

 

１ （略） 

 

２ 空家等の発生原因 

(1) 人口減少・高齢化 

本市の人口は年々減少しており、年齢別人口の割合では、年少人口

及び生産人口において低下していますが、老年人口は上昇していま

す。今後、人口減少並びに高齢化により、多くの空家等が発生すると

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定の趣旨 

１ 計画策定の背景と目的 

（略） 

 本市においても空家等の増加やそれらがもたらす問題は、市民生活の

安心と安全を確保するうえで重要な課題であることから、「佐渡市総合

計画」や「佐渡市環境基本計画」においても対策の推進が掲げられてお

り、空家等対策の方向性を明確化し、効果的、効率的に推進していくと

ともに、広く市民に周知を図るため「佐渡市空家等対策計画」を策定し

ました。 

 

２～４ （略） 

 

第２章 空家等の現状と課題 

 

１．（略） 

 

２ 空家等の発生原因 

(1) 人口減少・高齢化 

本市の人口は年々減少しており、また、2030 年（令和 12年）には、

老年人口が生産年齢人口を上回る見込みとなっています。今後、人口

減少並びに高齢化により、多くの空家等が発生すると考えられます。 
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 2 

現行 改訂案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計（平成 25年 3月推計）」 

 

(2) 高齢者のみ世帯の増加 

 （略） 

佐渡市の高齢単身世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

 

 

３～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：佐渡市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（令和 4年 3月改訂） 

 

(2) 高齢者のみ世帯の増加 

 （略） 

佐渡市の高齢単身世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

 

 

３～４ （略） 
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現行 改訂案 

第３章 空家等対策に関する基本方針 

１～４ （略） 

 

第４章 空家等対策の取組 

（略） 

 

１ 空家等の発生抑制 

（略） 

                                            

(1) 空家等実態調査の実施 

（略） 

 

【調査の概要】 

① （略） 

② 調査の期間 

 平成 27年 11 月 16日から 12 月 15日まで 

【実態調査の結果】 

実態調査の結果、市内の空家等は、3,670 戸存在することが判明しま

した。このうち住宅（3,601 戸）を平成 22 年度に実施した実態調査と比

較すると、各地区において増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 空家等対策に関する基本方針 

１～４ （略） 

 

第４章 空家等対策の取組 

（略） 

 

１ 空家等の発生抑制 

（略） 

                                            

(1) 空家等実態調査の実施 

（略） 

 

【調査の概要】 

① （略） 

② 調査の期間 

 令和２年９月 10 日から令和３年２月 28日まで 

【実態調査の結果】 

実態調査の結果、市内の空家等は、4,958 戸存在することが判明しま

した。このうち住宅（4,806 戸）を平成 22 年度及び平成 27 年度に実施

した実態調査と比較すると、各地区において増加しています。 
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現行 改訂案 

 

空家等の状況は常に変化することから、地域住民などからの通報や相

談に加え、市の内部組織で密接に連携し、空家等の情報収集に努めます。 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

空家等の状況は常に変化することから、地域住民などからの通報や相

談に加え、市の内部組織で密接に連携し、空家等の情報収集に努め、庁

内関係部署と連携しながら適正管理の指導及び流通・活用の促進を図り

ます。 

 

【空家所有者等アンケートの実施】 

空家対策については、空家の所有者等の意向と市の施策が噛み合わな

ければ、問題の解決は困難と考えます。そこで、空家等実態調査で把握

した空家の所有者等を対象に、アンケート調査を実施しました。 

 

① 調査の対象 

令和 2 年度空家実態調査に基づき、空家と思われる建物 4,958 件か

ら外観調査により居住可能と判断した 500 件を抽出 

 

② アンケート調査回収期間 

令和４年７月８日～８月５日 

 

③ 回収状況 

・アンケート送付件数     500 件 

・回答件数          346 件（回収率 69.2%） 

うち利用していない（空家） 229件 

 

アンケート集計結果 ⇒ 【資料 No.2-2】一部改訂（案）全文を参照 
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現行 改訂案 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市民への情報発信（適切な管理、支援制度 等) 

 所有者等は、周辺に悪影響を及ぼさないように、空家等を適切に管理

する必要があります。市ホームページへの情報掲載や市役所の窓口、専

門家団体等で啓発チラシを配布することで、適切な管理に向けた意識啓

発を行います。 

（追加） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市民への情報発信（適切な管理、支援制度 等) 

 所有者等は、周辺に悪影響を及ぼさないように、空家等を適切に管理

する必要があります。市ホームページへの情報掲載や市役所の窓口、専

門家団体等で啓発チラシを配布することで、適切な管理に向けた意識啓

発を行います。 

「空き家をお持ちの方へ」 

https://www.city.sado.niigata.jp/site/ijyu/33623.html 

 

 

【参考】 

住環境整備支援事業等 

本市では、既存の住環境を将来にわたり後世へ引き継ぐことにより空家

化の未然防止を図るとともに、三世代同居の推進や高齢者のみ世帯への支

援等を目的とした住環境整備支援事業等を実施してきました。この補助事

業を活用して、延べ約 4,000件が住宅のリフォーム工事を実施しました。 
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現行 改訂案 

(3)～(5) （略） 

 

２ 空家等の流通・活用促進 

(1) 空家等を活用するための対策 

         人口減少や高齢化が進行する中、ＵＩターン等の

移住者を地域へ積極的に受け入れるための受け皿として空家等を利用

することは、効果的な空家等対策となるだけでなく、地域コミュニティ

の活力を維持するためにも有効な手段といえます。 

市内の空家等の           「佐渡市空き家情報システ

ム」       への登録を推進し、               

                                

           

                                

          空家等の所有者等と利 用希望者 のマッチン

グを行い、利活用可能な空家等の活用促進を図ります。 

 

◆空き家システム図 （略） 

 

(2) 関係機関と連携した流通の促進の取組 

 空家等の活用を促進するためには、売却や賃貸など中古住宅の流通市

場を活性化させる必要があります。このため、市内不動産業関係団体と

情報を共有しながら、                                

                             空家

等の流通を促進します。 

 

また、国土交通省の「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」と

して、民間事業者による、「空き家調査員」養成事業が令和元年 10月か

ら佐渡市で行われております。この事業の成果は、佐渡市の空家等対策

の促進につながることが期待されます。 

(3)～(5) （略） 

 

２ 空家等の流通・活用促進  

(1) 空家等を活用するための対策 

全国的な傾向と同様に人口減少や高齢化が進行する中、ＵＩターン等

の移住者を地域へ積極的に受け入れるための受け皿として空家等を利

用することは、効果的な空家等対策となるだけでなく、地域コミュニテ

ィの活力を維持するためにも有効な手段といえます。 

市内で空家等の利活用を検討する市民には「佐渡市空き家情報システ

ム」（空き家バンク）への登録を促進し、市ホームページと併せて民間事

業者が運営する全国版空き家バンクでの情報掲載を行い、空き家の流通

を推進していきます。 

また、ＵＩターン者が空き家バンク登録物件を購入した場合には、改

修に伴う一部経費を支援する等、空家等の所有者等と利活用希望者との

マッチングを行い、空家等が円滑に流通・活用できるよう進めます。 

 

◆空き家システム図 （略） 

 

(2) 関係機関と連携した流通の促進の取組 

空家等の活用を促進するためには、売却や賃貸など中古住宅の流通市

場を活性化させる必要があります。このため、市内不動産業関係団体と

情報を共有しながら、空き家利活用を希望する方と市内不動産関係団体

とつなぐ空き家相談員の養成等相談体制作りを進め、官民が連携し空家

等の流通を促進します。 

 

（削除） 
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現行 改訂案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 管理不全な空家等の防止・解消                                       

 （略） 

 

(1) 自治会など地域における取組に対する支援 

 所有者等の意向に基づいた空家等の修繕などの管理を行う自治組織

に対し、管理に係る経費の一部を補助できるよう検討を進めます。 

 

(2) （略） 

 

(3) 既存法に基づく措置 

 （略） 

 

① （略） 

 

②消防法 

【法制度】命令（第 5条） 

・消防長、消防署長は、火災の予防に危険であると認める場合等に、当

該防火対象物の改修・移転・除却等の必要な措置を命令できる。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

３ 管理不全な空家等の防止・解消                                       

 （略） 

 

(1) 自治会など地域における取組に対する支援 

 所有者等の意向に基づいた空家等の修繕などの管理を行う自治組織

に対し、管理に係る経費の一部を支援します。 

 

(2) （略） 

 

(3) 既存法に基づく措置 

 （略） 

 

① （略） 

 

②消防法 

【法制度】命令（第 5条） 

・消防長、消防署長は、火災の予防に危険であると認める場合等に、当

該防火対象物の改修・移転・除去等の必要な措置を命令できる。 
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現行 改訂案 

・措置を講じないとき等は代執行できる。 

【運用】 

・命令の内容は、火災予防に必要な最小限度の物件の除却とされている

ため、空家対策としての効果は低いと考えられる。 

 

③～⑥ （略） 

 

⑦景観法 

【法制度】 （略） 

【運用】 

・景観地区に限定される。令和元年 10 月現在、佐渡市内では指定なし。 

 

(4)～(5)  （略） 

 

(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・措置を講じないとき等は代執行できる。 

【運用】 

・命令の内容は、火災予防に必要な最小限度の物件の除去とされている

ため、空家対策としての効果は低いと考えられる。 

 

③～⑥ （略） 

 

⑦景観法 

【法制度】 （略） 

【運用】 

・景観地区に限定される。令和４年 10 月現在、佐渡市内では指定なし。 

 

(4)～(5)  （略） 

 

(6)所有者不明土地解消に向けた民事基本法制の改正 

国は、以下のとおり、所有者不明の土地の発生予防と利用の円滑化の

両面から総合的に見直しをしました。本市では、制度の広報・周知を図

ることにより、管理不全空家等の減少に努めます。 

なお、①は令和６年４月１日（住所等の変更登記の申請義務化は今後

政令で制定）、②は令和５年４月１日、③は令和５年４月 27 日に施行さ

れます。 

 

①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し 

・相続登記の申請義務化 

・住所等の変更登記の申請義務化 

 

②土地利用に関連する民法の規律の見直し（土地利用の円滑化） 

・所有者不明土地管理制度、管理不全土地管理制度等の創設 

・共有者不明の共有地の利用の円滑化 
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現行 改訂案 

 

 

 

 

 

 

(略) 

  

第５章 計画策定の趣旨 

１(1) （略） 

 

(2)佐渡市特定空家等審査会 

特定空家等を認定する際や措置を講ずる場合に、必要に応じて専門家

の意見を聴取するため、佐渡市特定空家等審査会を設置します。 

 

２ 空家等に関する相談への対応                              

 空家等に関する問い合わせは、利活用に関するものから周辺に及ぼし

ている悪影響に対する苦情など多岐にわたることから、次のとおり相談

窓口を設けます。 

空家等に関する相談窓口 

環境対策課 環境対策係 

電話：０２５９－６３－３１１３  

・相隣関係規定の見直し 

・相続制度の見直し 

 

③土地を手放すための制度の創設（発生予防） 

・相続土地国庫帰属制度の創設 

 

(略) 

 

第５章 計画策定の趣旨 

１(1) （略） 

 

(2)佐渡市空家等対策協議会専門部会 

特定空家等を認定する際や措置を講ずる場合に、必要に応じて専門家

の意見を聴取するため、佐渡市空家等対策協議会専門部会を設置しま

す。 

２ 空家等に関する相談への対応                              

 空家等に関する問い合わせは、利活用に関するものから周辺に及ぼし

ている悪影響に対する苦情など多岐にわたることから、次のとおり相談

窓口を設けます。 

  空家等に関する相談窓口 

  市民生活部 生活環境課 環境対策係  

電話：０２５９－６３－３１１３  
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